
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
二
百
十
二
号

小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
村
の
設
置
及
び
現
地

に
お
け
る
行
政
機
関
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の

暫
定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八

十
三
号
）
第
八
条
第
六
号
、
第
二
十
一
条
第
三
項
、
第
二

十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
並
び
に

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

（
村
政
審
議
会
の
委
員
の
定
数
等
）

第
一
条
　
小
笠
原
諸
島
の
復
帰
に
伴
う
法
令
の
適
用
の
暫

定
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
村
政
審
議
会
の
委
員

（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
十
二
人
を
こ

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
。

２
　
委
員
は
、
小
笠
原
村
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
公
職

選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
章
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す

る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
小
笠

原
村
の
住
民
が
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
の
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
に
招
集
さ
れ

る
村
政
審
議
会
の
委
員
は
、
職
務
執
行
者
（
法
第
二
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
執
行
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
選
任
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
及
び
そ

の
任
期
が
終
わ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
定
数
は
、
職
務

執
行
者
が
東
京
都
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。

（
村
政
審
議
会
の
会
長
）

第
二
条
　
村
政
審
議
会
に
会
長
一
人
を
置
き
、
委
員
の
う

ち
か
ら
こ
れ
を
互
選
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
会
議
を
主
宰
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
が

指
名
し
た
委
員
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
。

（
村
政
審
議
会
の
会
議
）

第
三
条
　
村
政
審
議
会
は
、
職
務
執
行
者
が
招
集
す
る
。

２
　
村
政
審
議
会
は
、
委
員
の
定
数
の
半
数
以
上
の
委
員

が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。

３
　
村
政
審
議
会
の
議
事
の
表
決
に
関
し
て
は
、
市
町
村

の
議
会
の
議
事
の
表
決
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
村
政
審
議
会
の
審
議
事
項
）

第
四
条
　
職
務
執
行
者
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

に
よ
り
村
政
審
議
会
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
ほ
か
、
小
笠
原
村
の
事

務
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
村
政
審
議
会

の
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
村
政
審
議
会
は
、
小
笠
原
村
の
事
務
に
つ
い
て
職
務

執
行
者
に
対
し
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
五
条
　
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
村
政
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
村
政
審
議
会
が
定
め
る
。

（
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
特
例
）

第
六
条
　
小
笠
原
村
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
一
条
の
選
挙

管
理
委
員
会
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
、
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四

百
二
十
三
条
の
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
及
び
地
方

教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
の
教
育
委
員
会

が
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
、
執
行
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
選
挙
管
理
委
員
会

の
委
員
長
に
つ
い
て
は
小
笠
原
村
の
議
会
に
お
い
て
最

初
に
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の

間
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
に

つ
い
て
は
小
笠
原
村
の
議
会
の
同
意
を
得
て
こ
れ
ら
の

委
員
会
の
委
員
が
最
初
に
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

職
務
執
行
者
が
管
理
し
、
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
小
笠
原
村
の
監
査
委
員
は
、
小
笠
原
村
の
議
会
の
同

意
を
得
て
最
初
に
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
村
政
審

議
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
職
務
執
行
者
が
村
政
審
議
会

の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
監
査
委
員
の
任
期

は
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
村
政
審
議
会
の
委
員
の
任
期
に
よ
る
。
た
だ
し
、

後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
職
務
を
行

な
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
小
笠
原
村
の
事
務
の
補
助
執
行
）

第
七
条
　
職
務
執
行
者
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
、
東
京
都
知
事
の
同
意
を
得

て
、
小
笠
原
諸
島
（
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸

島
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
置
か
れ
る
東
京
都
の
行

政
機
関
（
地
方
自
治
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
支
庁

又
は
地
方
事
務
所
及
び
同
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の

行
政
機
関
を
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
東
京
都
の
職
員
を

し
て
補
助
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
職
務
執
行
者
は
、
当
該
事
務
の
処
理
に
関
し

当
該
東
京
都
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
笠
原
村
の
人
口
）

第
八
条
　
東
京
都
知
事
は
、
法
の
施
行
の
日
現
在
に
よ

り
、
す
み
や
か
に
小
笠
原
諸
島
の
人
口
調
査
を
行
な

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
人
口
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
よ
る
人
口
は
、

法
の
施
行
後
最
初
に
国
勢
調
査
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
全

国
的
な
人
口
調
査
の
結
果
が
官
報
で
公
示
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
四
条
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十

六
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
七
条
第
一
項
並
び
に
公
職

選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）

第
百
四
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
国
勢
調
査
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
全
国
的
な
人
口
調
査
及
び
官
報
で
公
示
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
み
な
す
。

（
小
笠
原
総
合
事
務
所
の
事
務
等
）

第
九
条
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方

支
分
部
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
は
、
次
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
に
お
い
て
所
掌
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一

号
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
に
係
る
事
務
に
あ
つ
て

は
、
出
張
所
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
に
限
る
。

一
　
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局

二
　
森
林
管
理
署

三
　
労
働
基
準
監
督
署

四
　
公
共
職
業
安
定
所

２
　
小
笠
原
総
合
事
務
所
に
お
い
て
は
、
法
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
で
定
め
る
事
務
の
ほ
か
、
小
笠
原
諸
島
に

お
け
る
事
務
で
国
土
交
通
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長

と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
小
笠
原
総
合
事
務
所
に
お
い
て

つ
か
さ
ど
る
事
務
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
務

を
所
管
す
る
行
政
機
関
の
長
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
小
笠
原
総
合
事
務
所
に
お
い
て
つ
か
さ
ど
る
事
務
を

所
管
す
る
行
政
機
関
の
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
れ
を
所
轄
す
べ
き
国
の
地
方
行
政
機
関
を

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
　
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
小

笠
原
総
合
事
務
所
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務
の
う
ち
、
当
該
事
務
に
係
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
特
定
の
国
の
地
方
行
政
機
関
に
お
い
て
処
理
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
法

令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
総
合
事
務
所

は
こ
れ
ら
の
地
方
行
政
機
関
と
み
な
し
、
小
笠
原
総
合

事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は

こ
れ
ら
の
地
方
行
政
機
関
の
職
員
と
み
な
す
。

２
　
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
小
笠
原

総
合
事
務
所
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
の
う
ち
、
当
該
事
務
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
り

特
定
の
官
職
に
あ
る
職
員
が
所
掌
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
小
笠
原
総
合
事
務
所
の
職
員

で
こ
れ
ら
の
事
務
の
処
理
に
当
た
る
者
と
し
て
関
係
行

政
機
関
の
長
が
国
土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
し
た

も
の
は
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
官
職
に
あ
る
者
と
み
な
す
。

３
　
前
条
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
小
笠
原

総
合
事
務
所
に
お
い
て
所
掌
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
と
関
係
行
政
機
関
の

長
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

４
　
前
項
の
協
議
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
で
公
示
を
必

要
と
す
る
も
の
は
、
当
該
事
務
を
所
管
す
る
行
政
機
関

の
長
が
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
笠
原
総
合
事
務
所
に
係
る
定
員
の
附
加
）

第
十
一
条
　
小
笠
原
総
合
事
務
所
の
職
員
に
充
て
る
た

め
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
自

治
省
本
省
の
国
家
行
政
組
織
法
第
十
九
条
第
一
項
の
定

員
に
十
四
人
を
附
加
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
笠
原
総
合
事
務
所
の
職
員
）

第
十
二
条
　
小
笠
原
総
合
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員
は
、

小
笠
原
総
合
事
務
所
事
務
官
、
小
笠
原
総
合
事
務
所
技

官
そ
の
他
の
職
員
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
東
京
都
知
事
は
、
そ
の
協
議
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
で
小
笠
原
諸
島
に
勤
務
す
る

も
の
を
、
小
笠
原
総
合
事
務
所
及
び
小
笠
原
諸
島
に
所

在
す
る
東
京
都
の
地
方
行
政
機
関
に
兼
ね
て
勤
務
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二

二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
土
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
五
月
二
五
日
政
令
第
一

五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め

の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
二
六
日
政
令
第
三

一
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第

三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
政
令
第
三

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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